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招集ご通知

株 主 各 位 証券コード  4205
2026年６月４日

東京都千代田区丸の内一丁目６番２号

日本ゼオン株式会社
取締役会長 田中　公章

　＜当社ウェブサイト＞　https://www.zeon.co.jp/ir/stock/meeting/

　＜東京証券取引所ウェブサイト＞

　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第101回定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第101回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、当社ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載

しておりますので、以下のURLにアクセスのうえご確認くださいますようお願い申し上げます。

　電子提供措置事項はこの他、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。「銘柄名（会社

名）」に「日本ゼオン」、または「コード」に「4205」（半角）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧

書類/PR情報」の順に選択してご確認ください。

－ 1 －
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招集ご通知

［議決権行使書用紙による議決権の行使］

［インターネット等による議決権の行使］

　なお、当日のご出席に代えて書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますの

で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、次のいずれかの方法により議決権を行使くださいま

すよう、お願い申し上げます。

　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、折り返しご送付くださいますようお願い申し

上げます。

　後記「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照のうえ、当社指定のウェブサイトにアク

セスいただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご登録くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

－ 2 －
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招集ご通知

■1  日　　時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
※受付開始は午前９時30分からとさせていただきます。

■2  場　　所 東京都千代田区丸の内一丁目７番12号
（サピアタワー５階）ステーションコンファレンス東京

■3  会議の目的事項 報告事項 1．第101期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

2．第101期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役９名選任の件

■4  議決権行使に
ついてのご案内

(1) 議決権行使書用紙またはインターネット等による議決権行使に際しましては、2026
年６月25日（木曜日）午後５時10分までに到着するよう、ご返送またはご登録をお願
いいたします。

(2) 議決権行使書用紙により議決権を行使された場合において、議案に対する賛否の表示
がないときは、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。

(3) 議決権行使書用紙およびインターネット等双方によりまして、重複して議決権を行使
された場合、インターネット等による行使を有効なものとしてお取扱いいたします。ま
た、インターネット等で複数回数、議決権を行使された場合で、同一の議案に対する議
決権行使の内容が異なるときは、最終の行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

　● 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
　● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述の各掲載先ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲

載させていただきます。
　● 書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には、法令および当社定款第15条の規定に基づき「連結計算書類

の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」を記載しておりません。従いまして、当該書面は、監査報告および会計
監査報告を作成するに際して監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。

記

以　上

－ 3 －
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議決権行使等についてのご案内

議決権行使等についてのご案内

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

日 時
　 2026年６月26日（金曜日）午前10時(受付開始：午前９時30分)　

場 所
　 東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

（サピアタワー５階）ステーションコンファレンス東京
（末尾の定時株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

郵送で議決権を行使される場合
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限
　 2026年６月25日（木曜日）午後５時10分到着分まで　

インターネット等で議決権を行使される場合
スマートフォン・タブレット端末・パソコン等から「スマートSR」、または議決権行使ウェブサイト
にアクセスし、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。詳細は次頁の「インターネ
ット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。

行使期限
　 2026年６月25日（木曜日）午後５時10分入力分まで　

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

－ 4 －
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インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマートSR」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　
議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本
見 本

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマートSR」画面上部の「議決権行使サイトへ」ボタンを
タップします。以降は画面の案内に従って賛否をご入力く
ださい。

2

※通信環境の影響等により接続しづらい場合は、時間を置いて
再度アクセスしてください。

「議決権行使サイトへ」
をタップ

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4
※操作画面はイメージです。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 5 －
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インターネット等による議決権行使のご案内

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

1．インターネット等による議決権行使について
(1) 書面による議決権行使に代えて、「スマートSR」へログインすることにより議決権を行使可能です。同封の議決権行使書用紙右

片に掲載のQRコードを読み取り、ログイン後、「議決権行使サイトへ」ボタンを押していただくと、株主様個別の「スマート行
使」ウェブサイトへアクセスできますので、画面の案内に従って入力ください。

(2) 当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）でも議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片
に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリテ
ィ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

(3) 行使期限は2026年６月25日（木曜日）午後５時10分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使を
お願いいたします。

(4) 書面とインターネット等による議決権行使を重複して行使された場合は、インターネット等によるものを有効とします。複数回
行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

(5) パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
(6) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

（ご注意）
・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございませ

ん。
・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いた

だけない場合があります。

2．お問い合わせ先について
ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行　証券代行部（以下）までお問い合わせください。

(1)インターネット等による議決権
行使に関する専用お問い合わせ先 電話 0120-768-524 （年末年始を除く９：00～21：00）

みずほ信託銀行　証券代行部

　

(2)上記以外の株式事務に
関するお問い合わせ先 電話 0120-288-324 （平日 ９：00～17：00）

みずほ信託銀行　証券代行部

　

－ 6 －
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株主さまアンケートについてのご案内

株主さまアンケートについてのご案内
当社では株主の皆さまからのご意見を、今後の経営とIR活動に反映させていきたいと考えております。
つきましては、「スマートSR」からアンケートへのご協力をお願い申し上げます。
（所要時間は５分程度です）
本アンケートの詳細は「案内・注意事項」画面の記載内容をご参照ください。
＜受付期間＞ 2026年６月４日（木曜日）午前９時から2026年６月25日（木曜日）午後５時10分まで

＜回答方法＞

①議決権行使書右下に記載のQRコードを
読み取ります。

①以下のURLより議決権行使書右片の裏面に記載
の議決権行使コード・パスワードをご入力のうえ、
「スマートSR」へログインしてください。

②「スマートSR」画面の「アンケートは
こちら」ボタンを押下ください。

②「スマートSR」画面の「アンケート」
ボタンをクリックしてください。

③「アンケート」画面に遷移します。回答するアンケート
を選択し、以降は画面の案内に従ってご回答ください。
（以下は３つアンケートがある場合の画面イメージです）

③「アンケート」画面に遷移します。
以降は画面の案内に従ってご回答ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本
見 本

「スマートSR」URL
https://smart-sr.m041.mizuho-tb.co.jp/SA

1. スマートフォン・タブレット端末等で回答いただく場合

2. PC等でご回答いただく場合

－ 7 －
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剰余金の処分の件

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対する配当財産の割当てに
関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金 40円00銭
総額 7,707,219,080円
　

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2026年６月29日

議案および参考事項

　当社は、剰余金の配当方針を「自己資本配当率（DOE）４％以上」とし、中長期に当社株式を保有いただく株主
のみなさまへ安定した配当を提供しつつ、成長と還元を高い次元で両立させることを目指しております。
　このような方針のもとに、2026年３月期の期末配当につきましては、以下のとおり１株あたり40円とさせていた
だきたいと存じます。この結果、年間配当金は中間配当を含めますと１株あたり76円（DOE4.0％）となり、前期
実績から６円の増配となります。

期末配当に関する事項

－ 8 －
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定款一部変更の件

第２号議案 定款一部変更の件

現　行　定　款 変　更　案

（取締役会の招集者及び議長） （取締役会の招集者及び議長）
第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会長が招集し、議長となる。
第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、あらかじめ取締役会の定めた取締役が招集
し、議長となる。

② 取締役会長を置かない場合又は取締役会長に事故
のある場合は、取締役副会長、取締役社長が順次
これに当たり、これらに事故のある場合は、あら
かじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役
がこれに代わる。

② 前項の取締役に欠員又は事故のある場合は、あら
かじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役
がこれに代わる。

　取締役会の柔軟な運営を可能とすること、ならびに取締役会による経営監督および意思決定プロセスの実効性、透
明性を向上することを目的として、取締役会の招集者および議長を取締役会長に限定する現行定款第25条を変更
し、社外取締役を含むその他の取締役が招集者および議長になることを可能とするものであります。
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 9 －
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取締役選任の件

第３号議案 取締役９名選任の件

候補者
番号 氏　名 現在の地位および担当等 属　性

１ と よ

豊　
し ま

嶋　
て つ

哲
 

　
や

也 代表取締役社長兼CEO 再 任 男 性
　

２ ま つ

松
 

　
う ら

浦
 

　
か ず

一
 

　
よ し

慶 取締役兼常務執行役員CFO 再 任 男 性
　

３ こ

小
 

　
に し

西
 

　
ゆ う

裕
い ち

一
ろ う

郎 取締役兼常務執行役員CTO 再 任 男 性
　

4 そ

曽
 

　
ね

根
 

　
よ し

芳
 

　
ゆ き

之 取締役兼常務執行役員
代表取締役社長付特命担当 再 任 男 性

　

５ き た

北
 

　
ば た

畑
 

　
た か

隆󠄁
 

　
お

生
社外取締役
セーレン株式会社社外取締役
株式会社ミロク情報サービス社外取締役

再 任 男 性 社 外 独 立
　

６ あき

秋
 

　
やま

山
 

　
み

美
 

　
き

紀 社外取締役
慶應義塾大学環境情報学部教授 再 任 女 性 社 外 独 立

　

７ ます

升
 

　
み

味
 

　
さ

佐
え

江
こ

子 社外取締役
仙石山法律事務所弁護士

再 任 女 性 社 外 独 立
　

８ よ し

吉
 

　
か わ

川
 

　
きょう

京　
こ

子 社外取締役
DMG森精機株式会社理事 再 任 女 性 社 外 独 立

　

９ い ま

今
 

　
い

井
 

　
と し

俊
 

　
や

哉 富士通株式会社シニアアドバイザー 新 任 男 性 社 外 独 立
　

社 外 社外役員候補者 独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

　現任取締役10名は、本定時株主総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、社外取締役５名を含む取締
役９名（男性６名、女性３名）の選任をお願いするものであります。
　取締役の候補者は次のとおりであります。

－ 10 －
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取締役選任の件

候補者番号
と よ

豊
 

 
し ま

嶋
 

　
て つ

哲
 

 
や

也（1963年３月13日生）
所有する当社株式の数……………… 24,490株
取締役会出席状況…………………… 17／17回

　１
再 任

男 性

　

    1989年    4 月 当社入社
    2015年    6 月 当社執行役員
    2020年    6 月 当社常務執行役員

2022年    6 月 当社取締役兼常務執行役員

［略歴、当社における地位および担当］

　

    2023年    6 月 当社代表取締役社長
    2026年    ４月 当社代表取締役社長兼CEO（現

任）
　

取締役候補者とした理由
2023年の当社代表取締役社長就任以来、中期経営計画『STAGE30』推進の陣頭に立って経営を指揮するなど、当社グル
ープの企業価値向上に貢献しております。その経営全般にわたる豊富な経験と知識に基づき、CEO（Chief Executive 
Officer）として経営チームを牽引することを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
　　　　 －

　

候補者番号
ま つ

松
 

 
う ら

浦
 

　
か ず

一
 

 
よ し

慶（1967年２月21日生）
所有する当社株式の数……………… 37,490株
取締役会出席状況…………………… 17／17回

　２
再 任

男 性

　

    1993年    4 月 当社入社
    2017年    6 月 当社執行役員
    2019年    6 月 当社取締役兼執行役員

2022年    6 月 当社取締役兼常務執行役員

［略歴、当社における地位および担当］

　

    2026年    ４月 当社取締役兼常務執行役員
CFO（現任）

取締役候補者とした理由
2019年に当社取締役に就任し、現在はCFO（Chief Financial Officer）を務めております。その豊富な業務経験と知識に
基づき、経営チームの一員として財務観点での全社戦略を統括する職責を担うことを期待し、引き続き取締役候補者といた
しました。

［重要な兼職の状況］
　　　　 －

　

－ 11 －
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取締役選任の件

候補者番号
こ

小
に し

西
 

 
ゆ う

裕
い ち

一
ろ う

郎 （1965年８月30日生）
所有する当社株式の数……………… 23,290株
取締役会出席状況…………………… 17／17回

　３
再 任

男 性

　

    1991年    4 月 当社入社
    2011年    7 月 ソルベイアドバンストポリマーズ

株式会社入社
    2012年    7 月 当社入社
    2020年    ６月 当社執行役員

［略歴、当社における地位および担当］

　

2022年    6 月 当社取締役兼執行役員
2023年    6 月 当社取締役兼常務執行役員
2026年    ４月 当社取締役兼常務執行役員

CTO（現任）
　

取締役候補者とした理由
2022年に当社取締役に就任し、現在はCTO（Chief Technology Officer）を務めております。その豊富な業務経験と知
識に基づき、経営チームの一員として技術起点の価値創出戦略を統括する職責を担うことを期待し、引き続き取締役候補者
といたしました。

［重要な兼職の状況］
　　　　 －

　

候補者番号
そ

曽 
ね

根
 

　
よ し

芳 
ゆ き

之（1965年６月６日生）
所有する当社株式の数……………… 26,290株
取締役会出席状況…………………… 17／17回

　4
再 任

男 性

　

    1988年    4 月 当社入社
    2018年    6 月 当社執行役員
    2020年    6 月 当社常務執行役員

2022年    6 月 当社取締役兼常務執行役員（現任）

［略歴、当社における地位および担当］

　

取締役候補者とした理由
2022年に当社取締役に就任し、現在は代表取締役社長付特命担当を務めております。その豊富な業務経験と知識に基づ
き、また、CXOとも緊密に連携しながら、事業ポートフォリオ組み換えやグループ企業構造改革等に係る重要な経営課題
を果断に遂行することを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
　　　　 －

　

－ 12 －
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取締役選任の件

候補者番号
き た

北
 

 
ば た

畑
 

　
た か

隆󠄁
 

 
お

生（1950年１月10日生）
所有する当社株式の数……………… 0株
取締役会出席状況…………………… 17／17回

　５
再 任

男 性

社 外

独 立

　

    1972年    4 月 通商産業省入省
    2004年    6 月 経済産業省経済産業政策局長
    2006年    7 月 経済産業事務次官
    2008年    7 月 経済産業省退官
    2010年    6 月 株式会社神戸製鋼所社外取締役

丸紅株式会社社外監査役

［略歴、当社における地位および担当］

　

    2013年    6 月 学校法人三田学園理事長
丸紅株式会社社外取締役

    2014年    4 月 学校法人三田学園学校長
    2014年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2020年    4 月 学校法人新潟総合学院開志専門職

大学学長　
［重要な兼職の状況］
セーレン株式会社社外取締役
株式会社ミロク情報サービス社外取締役
一般財団法人国際経済連携推進センター理事長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
経済産業行政に長年携わられ、その経歴を通じて培われた経験と産業全般に係る見識を有しておられることから、直接会社
経営に関与した経験の有無にかかわらず、その見識等に基づく指導・提言により当社の経営に貢献いただけるものと期待
し、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員会委員として当社の
役員候補者の指名に係る方針や報酬決定に係る方針等に関し、独立した立場から助言をいただく予定です。
なお、当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって12年となりますが、北畑氏を除く社外取締
役候補者の平均在任期間は1.75年となっております。このような状況において、当社の事業内容・事業構造、経営課題お
よび過去の重要な意思決定の経緯を知悉し、かつ、他社の社外役員としての経験も豊富である北畑氏には、新任社外取締役
を含む取締役会全体の議論において、監督機能の実効性および連続性を補完する役割を果たしていただきたいと考えます。
当社では今後、取締役会の構成および在任状況等に鑑みた社外役員の計画的なサクセッションを検討・実行してまいります
が、現時点においては、取締役会全体のバランスおよび監督の実効性を総合的に勘案し、同氏の再任を提案するものです。

　

－ 13 －
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取締役選任の件

候補者番号
あ き

秋
 

 
や ま

山
 

　
み

美
 

 
き

紀（1968年２月13日生）
所有する当社株式の数……………… 0株
取締役会出席状況…………………… 17／17回

　６
再 任

女 性

社 外

独 立

　

1991年    3 月 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
1991年    4 月 株式会社仙台放送報道局入社
    2001年    11月 ロンドン大学経済政治大学院修士

課程修了
2005年    4 月 慶應義塾大学大学院政策・メディア

研究科特別研究講師
2005年    ９月 慶應義塾大学大学院政策・メディア

研究科所定単位取得退学
2006年    12月 博士（政策・メディア）取得
2007年    ４月 慶應義塾大学総合政策学部専任講

師
2010年    ４月 同総合政策学部准教授
2011年    ４月 同医学部兼担准教授
2012年    ４月 同環境情報学部准教授

同大学院政策・メディア研究科委
員（現任）

［略歴、当社における地位および担当］

　

    2015年    4 月 同大学院健康マネジメント研究
科委員（現任）

2015年    12月 博士（医学）取得
2016年    ３月 カリフォルニア大学バークレー

校訪問研究員
2017年    4 月 慶應義塾大学環境情報学部教授

（現任）
同医学部兼担教授（現任）
同鶴岡連携研究教育スクエア・先
端生命科学研究所兼担教授（現
任）

2019年    ６月 中央社会保険医療協議会公益委員
    2023年    ６月 当社社外取締役（現任）

　

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
精神保健福祉やヘルスコミュニケーション（健康・医療分野のコミュニケーション）を専門領域とする研究者としての経
験・知見、また、政府・自治体等の委員・アドバイザーを歴任されたことにより培われたヘルスケア全般にわたる見識を有
しておられることから、直接会社経営に関与した経験の有無にかかわらず、特に当社の健康経営、社員エンゲージメントお
よびリスクコミュニケーションに係る課題について有益な指導と提言をいただけるものと期待し、引き続き社外取締役候補
者といたしました。また、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員会委員として当社の役員候補者の指名に係る方針
や報酬決定に係る方針等に関し、独立した立場から助言をいただく予定です。なお、当社社外取締役としての在任期間は、
本定時株主総会終結の時をもって３年となります。

［重要な兼職の状況］
慶應義塾大学環境情報学部教授
慶應義塾大学医学部兼担教授
慶應義塾大学鶴岡連携研究教育スクエア・先端生命科学研究所兼担教授
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員
慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科委員
公益財団法人医療科学研究所理事

　

－ 14 －
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取締役選任の件

候補者番号 ま す

升
み

味 
さ

佐
え

江
こ

子 （1956年４月25日生）
所有する当社株式の数……………… 0株
取締役会出席状況…………………… 16／17回

（現姓：齋藤）７
再 任

女 性

社 外

独 立

　

1979年    3 月 早稲田大学法学部卒業
1986年    4 月 弁護士登録、第二東京弁護士会入

会、原後綜合法律事務所入所
社団法人自由人権協会代表理事

1992年    ３月 仙石山法律事務所開設
1996年    4 月 社団法人精神発達障害教育協会

（現　公益社団法人発達協会）理
事（現任）

2009年    ４月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教
官

    2013年    ７月 放送倫理・番組向上機構　放送倫
理検証委員会委員（2015年４月
より同委員会委員長代行）

2015年    ８月 株式会社ウェザーニューズ監査役

［略歴、当社における地位および担当］

　

2017年    ３月 日本弁護士会代議員
2017年    4 月 第二東京弁護士会副会長

日本弁護士連合会常務理事
2017年    ５月 最高裁判所災害補償審査委員会

委員
    2021年    ５月 最高裁判所災害補償審査委員会

委員長（現任）
    2023年    ６月 当社社外取締役（現任）

　

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
弁護士としての長年のキャリアに裏打ちされた経験・知見、また、放送倫理、人権救済等に係る公益活動を通じて培われた
社会問題全般にわたる見識を有しておられることから、直接会社経営に関与した経験の有無にかかわらず、特に当社のコン
プライアンス、DI&B（ダイバーシティ、インクルージョン＆ビロンギング）およびビジネスと人権に係る課題について有
益な指導と提言をいただけるものと期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、
役員指名・報酬委員会委員として当社の役員候補者の指名に係る方針や報酬決定に係る方針等に関し、独立した立場から助
言をいただく予定です。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって３年となります。

［重要な兼職の状況］
仙石山法律事務所弁護士
公益社団法人発達協会理事
公益財団法人日本水泳連盟理事
最高裁判所災害補償審査委員会委員長

　

－ 15 －
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取締役選任の件

候補者番号
よ し

吉
 

 
か わ

川
 

　
き ょ う

京
 

 
こ

子（1972年11月23日生）
所有する当社株式の数……………… 0株
取締役会出席状況…………………… 12／12回

　８
再 任

女 性

社 外

独 立

　

    1996年    １月 J.P.モルガン証券株式会社入社
    2003年    ８月 エルメスジャポン株式会社入社、

財務部ファイナンスアナリスト
    2007年    ７月 ライカカメラジャパン株式会社転籍
    2018年    ３月 同社取締役管理本部長

［略歴、当社における地位および担当］

　

    2019年    12月 株式会社サキコーポレーション
取締役経営管理本部長

    2024年    ３月 DMG森精機株式会社理事（現任）
    2025年    ６月 当社社外取締役（現任）

　
［重要な兼職の状況］
DMG森精機株式会社理事

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
事業会社において経理財務実務の責任者を歴任されてきた経験・知見に鑑み、ポートフォリオ組み換えをはじめとする当社
の事業構造転換、資本効率性向上に係る課題に対して、主にコーポレート・ファイナンスの観点からの監督・助言を期待す
るとともに、IT部門を含む管理部門を長年統括され、変革プロジェクトを成功させてこられた経験に基づく、当社のDX推
進に対する指導・提言も期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、役員指名・
報酬委員会委員として当社の役員候補者の指名に係る方針や報酬決定に係る方針等に関し、独立した立場から助言をいただ
く予定です。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年となります。

　

－ 16 －
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取締役選任の件

候補者番号
い ま

今
 

 
い

井
 

　
と し

俊
 

 
や

哉（1960年２月16日生）
所有する当社株式の数……………… 0株
取締役会出席状況…………………… ―

　９
新 任

男 性

社 外

独 立

　

1982年    4 月 富士通株式会社入社
    1988年    ６月 ノースウェスタン大学経営大学院

（ケロッグ校）修士課程修了
1988年    ７月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハ

ミルトン株式会社入社
1997年    11月 同社取締役ヴァイスプレジデント
2002年    ７月 SAPジャパン株式会社バイスプレ

ジデント（経営企画・新規事業開
発担当）

2005年    10月 ベイン・アンド・カンパニー・ジ
ャパン株式会社パートナー

2010年    11月 ブーズ・アンド・カンパニー株式
会社シニアエグゼクティブ・アド
バイザー

2012年    １月 同社代表取締役パートナー

［略歴、当社における地位および担当］

　

    2015年    ７月 PwCとブーズの経営統合に伴
い、PwCコンサルティング合同
会社副代表執行役パートナー

2020年    ４月 Ridgelinez株式会社代表取締役
社長

2025年    4 月 同社取締役会長
富士通株式会社エグゼクティ
ブ・アドバイザー

2026年    ４月 富士通株式会社シニアアドバイ
ザー（現任）

　

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
コンサルティングファームおよび事業会社において全社戦略、グローバル戦略、IT戦略などの立案、組織改革、ターンアラ
ウンドなどの実行支援に従事されてきた経験・知見に鑑み、主に当社のイノベーションによる価値創造、事業ポートフォリ
オ組み換え、DX化に係る課題に対する企業経営の観点からの実効的な監督・助言を期待し、新たに社外取締役候補者とい
たしました。また、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員会委員として当社の役員候補者の指名に係る方針や報酬
決定に係る方針等に関し、独立した立場から助言をいただく予定です。

［重要な兼職の状況］
富士通株式会社シニアアドバイザー
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取締役選任の件

（注）1. 北畑隆󠄁生氏、秋山美紀氏、升味佐江子氏、吉川京子および今井俊哉氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者で
あります。

2. 当社は、北畑隆󠄁生氏、秋山美紀氏、升味佐江子氏、吉川京子氏および今井俊哉氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 当社は、北畑隆󠄁生氏、秋山美紀氏、升味佐江子氏および吉川京子氏との間に、会社法第423条第１項の賠償責任を法令で定める最低責任限

度額に限定する契約を締結しておりますが、各氏の選任が承認された場合、同様の内容の契約を継続する予定です。また、今井俊哉氏との
間におきましても、同様の契約を締結する予定です。

4. 当社は、保険会社との間で、取締役全員を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、
被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることがある損
害が填補されるものとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなりま
す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

5. 各候補者と当社との間には、会社法施行規則第74条第２項第３号に定める特別の利害関係はありません。
6. 升味佐江子氏の戸籍上の氏名は「齋藤佐江子」でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
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取締役選任の件

マテリアリティ 主たるKPI 強く関連するスキル

強固なガバナンスの構築
政策保有株式対純資産比率
ROE
社外取締役比率
外国人／女性役員比率

財務・会計 コンプライ
アンス・RM

サステナ・
ESG

　

心からワクワクできる
会社の実現

従業員エンゲージメント
健康行動指標

コンプライ
アンス・RM

サステナ・
ESG

組織開発・
人材開発

　

イノベーションでほかにない
価値を提供

ROIC
EBITDA
社外連携研究テーマ件数

新規事業
創出 財務・会計 営業・マー

ケティング 研究開発

　

社会の変化に対応した
事業構造の転換

成長４分野売上高比率
SDGs貢献製品売上高比率 事業改革 財務・会計 営業・マー

ケティング 生産・SCM

　

循環型社会への貢献 Scope1＋2 CO₂排出量削減率 サステナ・
ESG 研究開発 生産・SCM

　

全マテリアリティに共通して実現に貢献するスキル 国際性 企業経営 DX・IT

　

（ご参考①）各候補者に特に発揮を期待するスキル一覧
　2025年度より開始した中期経営計画『STAGE30　第３フェーズ』は、「選択と集中」の期間と位置づけ、事業
構造の転換と企業体質の強化を進め、スペシャリティケミカル企業へのさらなる転換と企業価値向上を目指します。
　この第３フェーズでは全社戦略をマテリアリティに統合し、それぞれに対応するKPIを設定しますが、その推進に
あたっては、特に「選択と集中」具現化に向けたKPIであるROE・ROIC（全社の資本効率性の指標）、EBITDA（規
模的成長の指標）および成長４分野売上高比率（「事業構造の転換」の進捗指標）に強く関連するスキルを執行サイ
ド・監督サイド全体で厚く充足する経営体制とすることが肝要と考えます。
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取締役選任の件

新 規
事 業
創 出

国 際 性 事 業
改 革

企 業
経 営

財 務
・

会 計

コ ン プ
ラ イ ア
ン ス ・
リ ス ク
マ ネ ジ
メ ン ト

サ ス テ
ナ ビ リ
テ ィ ・
E S G

営業・
マーケ
ティン

グ

研究
開発

生産
・

SCM

組織開
発・人
材開発

DX
・
IT

豊 嶋 哲 也 ○ ○ ○ ○ ○

松 浦 一 慶 ○ ○ ○ ○ ○

小 　 西 　 裕 一 郎 ○ ○ ○ ○ ○

曽 根 芳 之 ○ ○ ○ ○ ○

北 畑 隆 生 ○ ○ ○

秋 山 美 紀 ○ ○ ○ ○

升 　 味 　 佐 江 子 ○ ○

吉 川 京 子 ○ ○ ○

今 井 俊 哉 ○ ○ ○ ○

　『STAGE30　第３フェーズ』の主たるKPIに強く関連するスキル、および全マテリアリティに共通して実現に貢
献するスキルと、各取締役候補者が有し、かつ当社がその発揮を特に期待するスキル（各候補者について最大５つま
で）の組み合わせの一覧（いわゆるスキルマトリックス）は以下のとおりです。
　社外取締役候補者にはその経験に基づく一段高い視座からの経営監督とともに、それぞれが有する専門的知見によ
る当社マネジメント層への助言を期待します。社内取締役候補者に対しては、各人の職責に関わるスキルの発揮を期
待するものであります。
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政策保有株式に関する方針

（ご参考②）政策保有株式に関する方針
　2023年度に開始した中期経営計画『STAGE30　第２フェーズ』では、財務の適正化を目指し、2026年度目標と
して「政策保有株式の対連結純資産比率５%未満」を設定し、取り組みを進めました。2025年度から開始した中期
経営計画『STAGE30　第３フェーズ』においても当該目標を引き継いでいます。
　この方針の下、2025年度は一部の保有銘柄について縮減を進め、その売却価額の合計額は216億68百万円となり
ました。2026年3月末日時点における政策保有株式の連結貸借対照表計上額は533億85百万円（対連結純資産比率
14.1%）となりました。なお、みなし保有株式については、該当事項はありません。

80,000

0

60,000

40,000

20,000

0

20

40
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80

2022/3 2023/3 2024/3

54
（20.8%） 48
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49

（19.0%）

2025/3
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（14.7%）

2026/3

40
（14.1%）

66,974

80,295
69,139

52,512 53,385

（単位：百万円）（銘柄）

銘柄数および金額の推移

貸借対照表計上額（括弧内は対純資産比率）保有銘柄数（上場株式）

以上
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事業の経過およびその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項

第100期
（2024年度）

第101期
（2025年度） 前期比

金額（百万円）　 金額（百万円）　 金額（百万円）　
売上高 420,647 411,966 8,681減

営業利益 29,321 36,377 7,056増

経常利益 33,051 40,038 6,987増

親会社株主に帰属する当期純利益 26,199 36,226 10,027増

(1) 事業の経過およびその成果
　当期の経営環境を振り返りますと、国内経済・海外経済ともに緩やかな回復が継続する一方、物価上昇の継続が個
人消費に及ぼす影響や、一部産業に対する米国の通商政策の影響などが景気を下押しする懸念が依然として拭えず、
また、期末においてはイラン軍事衝突に起因したホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴うサプライチェーンの混乱が顕在
化するなど、当社グループを取り巻く環境としては先行き不透明な状況で推移しました。
　当社グループはこのような環境のもとで、「ＺΣ運動」による徹底したコスト削減や、生産革新活動に注力すると
ともに、エラストマー素材事業におきましては採算性の重視と生産・販売のグローバル展開、高機能材料事業におき
ましては付加価値の高い新製品の開発と事業拡大に取り組んでまいりました。
　この結果、当期の連結売上高は4,119億66百万円と前期に比べて86億81百万円の減収、連結営業利益は363億77
百万円と前期に比べて70億56百万円の増益、連結経常利益は400億38百万円と前期に比べて69億87百万円の増
益、親会社株主に帰属する当期純利益は362億26百万円と前期に比べて100億27百万円の増益となりました。
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事業の経過およびその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

エラストマー素材事業部門

236,560

第100期
（2024年度）

223,680

第101期
（2025年度）

（単位：百万円）売上高 　合成ゴム関連では、期を通じての海外市場の需要低迷、また、期末の高騰以前における原
料価格の下落基調に応じた販売価格下落の影響により、売上高、営業利益ともに前期を下回
りました。
　合成ラテックス関連では、医療・衛生用手袋市場における需給緩和が継続したことから、売
上高は前期を下回りましたが、販売費及び一般管理費の削減等により、営業利益は前期を上回
りました。
　化成品関連では、海外を中心に粘着テープ・ラベル向け需要が低迷したことなどから、売
上高は前期を下回りましたが、原料価格の下落や販売費及び一般管理費の削減等により、営
業利益は前期を上回りました。
　以上の結果、エラストマー素材事業部門全体の売上高は前期に比べて128億79百万円減少し
2,236億80百万円、営業利益は前期に比べて７億34百万円増加し116億65百万円となりました。

高機能材料事業部門

121,617

第100期
（2024年度）

124,217

第101期
（2025年度）

（単位：百万円）売上高 　高機能樹脂関連では、シクロオレフィンポリマーの光学レンズ用途向け需要が低迷し、医
療その他向けでも一部顧客の在庫調整等の影響を受けましたが、大型テレビ向け光学フィル
ムの需要が堅調に推移したことにより、高機能樹脂関連全体の売上高、営業利益ともに前期
を上回りました。
　電池材料関連では、中国政府の補助金政策を背景に同国内におけるESS（電力貯蔵システ
ム）・車載・民生向けの需要が堅調に推移し、欧州、米国においてもAIデータセンター向け
をはじめESS用電池の需要が大幅に増加したことから、売上高、営業利益ともに前期を上回り
ました。
　化学品関連では、半導体業界の旺盛な需要を受け、特殊溶剤の販売が堅調に推移しまし
た。一方、合成香料は市場における競争環境が厳しくなっている影響を受け販売が振るわ
ず、化学品全体としては売上高、営業利益ともに前期を下回りました。
　電子材料関連では、半導体市場における活発なAI関連投資を背景に需要が旺盛となり、さ
らにディスプレイ市場の堅調な需要も加わったことから、売上高、営業利益ともに前期を上
回りました。
　トナー関連では、プリンター本体およびアフターマーケット市場の需要が一時的な調整局
面にあり、売上高は前期を下回りましたが、原料価格の下落や棚卸資産関連費用の減少等に
より、営業利益は前期を上回りました。
　以上の結果、高機能材料事業部門全体の売上高は前期に比べて26億円増加し1,242億17百
万円、営業利益は前期に比べて48億61百万円増加し224億21百万円となりました。

　部門別の概況は以下のとおりです。
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事業の経過およびその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

その他の事業部門

67,615

第100期
（2024年度）

67,356

第101期
（2025年度）

（単位：百万円）売上高 　その他の事業においては、RIM配合液等の売上高が前期を下回りました。
　以上の結果、その他の事業部門全体の売上高は前期に比べて２億59百万円減少し673億56
百万円、営業利益は前期に比べて４億25百万円増加し42億90百万円となりました。

(2) 設備投資の状況
　当期の設備投資額は、726億95百万円でした。その主要なものは徳山工場東製造所（山口県周南市）の建設など
でございます。

(3) 資金調達の状況
　当期の資金は、自己資金、金融機関からの借入金およびコマーシャル・ペーパーの発行で充当いたしました。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　当社グループは、中期経営計画を2021年度から2030年度までの10年間の経営計画と定め、社員の投票で決めた
『STAGE30』という名称で、2030年のビジョンである「社会の期待と社員の意欲に応える会社」を目指します。
2025年度から2028年度を『STAGE30　第３フェーズ』と位置付け、マテリアリティを軸に「選択と集中」による
成長事業比率の拡大に向けた事業構造の転換と企業体質の強化を進め、更なるスペシャリティケミカル企業への転換
と企業価値向上を実現してまいります。当社の取り組むマテリアリティと主な指標は以下の通りです。

・強固なガバナンスの構築
指標：休業災害度数率、政策保有株式対純資産比率、ROE、社外取締役比率、外国人/女性役員比率

・心からワクワクできる会社の実現
指標：従業員エンゲージメント、従業員を活かす環境、日本ゼオン健康行動指標

・イノベーションでほかにない価値を提供
指標：ROIC、EBITDA、社外連携研究テーマ件数

・社会の変化に対応した事業構造の転換
指標：成長４分野売上高比率、SDGs貢献製品売上高比率

・循環型社会への貢献
指標：Scope１＋２ CO2排出量削減比率
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財産および損益の状況の推移

388,614

第98期
（2022年度）

382,279

第99期
（2023年度）

420,647

第100期
（2024年度）

411,966

第101期
（2025年度）

（単位：百万円）売上高

31,393

第98期
（2022年度）

26,906

第99期
（2023年度）

33,051

第100期
（2024年度）

40,038

第101期
（2025年度）

（単位：百万円）経常利益

10,569

第98期
（2022年度）

31,101

第99期
（2023年度）

26,199

第100期
（2024年度）

36,226

第101期
（2025年度）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

522,868

第98期
（2022年度）

532,254

第99期
（2023年度）

533,786

第100期
（2024年度）

548,246

第101期
（2025年度）

（単位：百万円）総資産

49.94

第98期
（2022年度）

147.19

第99期
（2023年度）

127.43

第100期
（2024年度）

186.67

第101期
（2025年度）

（単位：円）1株当たり当期純利益

第98期
（2022年度）

第99期
（2023年度）

第100期
（2024年度）

第101期
（当連結会計年度）
（2025年度）

売上高 (百万円) 388,614 382,279 420,647 411,966
経常利益 (百万円) 31,393 26,906 33,051 40,038
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 10,569 31,101 26,199 36,226
総資産 (百万円) 522,868 532,254 533,786 548,246
1株当たり当期純利益 (円) 49.94 147.19 127.43 186.67

(5) 財産および損益の状況の推移
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重要な親会社および子会社の状況

会社名 資本金
（百万円）

当社の議決権比率
（％） 主要な事業内容

東京材料株式会社 228 100.0 各種化学商品等の仕入販売

ゼオン化成株式会社 463 100.0 プラスチック製品・包装梱包材料等の
加工・販売および資材の販売

株式会社トウペ 490 100.0 塗料、合成ゴム等の製造・販売

Zeon Chemicals Inc. 36百万米ドル 100.0 持株会社

Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd. 220百万米ドル 100.0 合成ゴムの製造・販売

(6) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係
　該当事項はございません。

② 重要な子会社の状況

（注）東京材料株式会社に対する当社の議決権比率には、当社の子会社であるゼオン化成株式会社を通じての間接所有分を含んでおります。ま
た、ゼオン化成株式会社に対する当社の議決権比率には、当社の子会社であるゼオンノース株式会社を通じての間接所有分を含んでおりま
す。
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主要な事業内容、主要な営業所および工場

事業部門 主要製品
エラストマー素材事業部門 合成ゴム、合成ラテックス、化成品

高機能材料事業部門 高機能樹脂、電池材料、化学品、電子材料、トナー、医療器材

その他の事業部門 ＲＩＭ配合液、塗料

(7) 主要な事業内容
　下記製品の製造および販売

本社 東京都千代田区丸の内一丁目６番２号

事務所 大阪事務所（大阪市）、名古屋事務所（名古屋市）

工場および研究拠点
高岡工場（富山県）、川崎イノベーションフロンティアポート（総合開発センター、川崎工場。
川崎市）、徳山工場（山口県）、水島工場（岡山県）、氷見二上工場（富山県）、敦賀工場（福
井県）

区分 会社名 本店所在地

国内

東京材料株式会社 東京都千代田区

ゼオン化成株式会社 東京都千代田区

株式会社トウペ 大阪府堺市

海外
Zeon Chemicals Inc. 米国

Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd. シンガポール

(8) 主要な営業所および工場
① 当社

（注）総合開発センターおよび川崎工場を包含する事業所名称を「川崎イノベーションフロンティアポート」としております。

② 重要な子会社
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従業員の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

従業員数 前期末比増減
4,425名 1.5％減

(9) 従業員の状況

借入先 借入額（百万円）
株式会社みずほ銀行 4,220

農林中央金庫 2,860

みずほ信託銀行株式会社 1,300

(10) 主要な借入先

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　記載すべき事項はありません。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

2 会社の株式に関する事項
① 発行可能株式総数 800,000,000株
② 発行済株式の総数 209,251,256株（自己株式16,570,779株を含む。）

（注）2026年１月７日付で自己株式の消却（6,000,600株）を実施いたしました。

③ 株主数 48,772名（前期末比　25,936名増）

株主名
当社への出資状況

持株数（千株） 持株比率（%）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 21,564 11.19

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 11,824 6.14

株式会社みずほ銀行 8,370 4.34

朝日生命保険相互会社 7,679 3.99

全国共済農業協同組合連合会 4,765 2.47

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 4,690 2.43

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 4,380 2.27

日本ゼオン取引先持株会 4,195 2.18

農林中央金庫 3,680 1.91

日本ゼオン従業員持株会 3,561 1.85

④ 大株主

（注）1. 当社は自己株式16,570千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。また、持株比率は自己株式を控除して計算して
おります。

2. 「株式給付信託（BBT-RS）」の信託財産として信託が保有する当社株式1,334千株は、持株比率の計算において控除する自己株式には
含まれておりません。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

株式の種類および数 交付された者の人数

取締役（社外取締役を除く） 当社普通株式　42,490株 ６名

⑤ 当期中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

（注）業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS）」に基づき、以下のとおり当社役員に対する株式の交付を行いました。
・株式報酬（固定部分）として、取締役（社外取締役を除く）５名に対し当社普通株式を付与いたしました。付与対象者との契約により、

当該株式については一定期間譲渡、担保権の設定その他の処分が制限されます。付与対象者が譲渡制限期間満了前に取締役会が予め定め
る地位を退任する（その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除く。）など、一定の場合においては当社が当該株
式を無償で取得することとしております。

・株式報酬（業績連動部分）として、当期中に任期満了退任した取締役（社外取締役を除く）１名に対し、その在任年数等に応じた累積付
与ポイント数を算定・確定のうえ、当社普通株式を付与いたしました。

⑥ その他株式に関する重要な事項
　当社は、2025年４月25日開催の取締役会において、株主還元の更なる充実および資本効率の向上を図ることを
目的として、以下のとおり自己株式を取得すること、また、取得した自己株式を全て消却することを決議いたしま
した。

・取得対象株式の種類 当社普通株式
・取得し得る株式の総数 10,000,000株（上限）
・株式の取得価額の総額 10,000,000,000円（上限）
・取得期間 2025年５月７日～2026年２月20日
・取得方法 取引一任契約に基づく市場買付

自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による市場買付
　当該決議に基づき2025年11月30日までに当社普通株式6,000,600株を取得し、2026年１月７日付でその全て
を消却いたしました。その取得価額の総額は9,999,873,650円です。

　当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役（社
外取締役を除く）および執行役員（以下「取締役等」といいます。）を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式
給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」（以下「本制度」といいます。）を導入し
ております。
　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定め
る役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が当該信託を通じて給付
される株式報酬制度です。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

　本制度に基づき、取締役（社外取締役を除く）は、原則として毎年一定の時期に、その役位に応じた数の当社株
式の給付を受けるとともに、原則として中期経営計画のフェーズ期間毎の一定の時期に、在任役位および経営目標
の達成度に応じた数の当社株式の給付を受けます。執行役員は、原則として中期経営計画のフェーズ期間毎の一定
の時期に、在任役位および経営目標の達成度に応じた数の当社株式の給付を受けます。

3 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権の当期末日における状況

① 目的となる株式の種類および数
普通株式　　98,000株（新株予約権１個につき1,000株）

② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額　　１株あたり１円
③ 新株予約権の主な行使条件

新株予約権者は、原則として当社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

名称 個数 目的となる株式の数 行使期間 保有者数

取締役
（社外取締
役を除く）

日本ゼオン株式会社2006年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） ５個 5,000株 2006年８月16日から

2036年８月15日まで １名

日本ゼオン株式会社2007年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） ４個 4,000株 2007年８月16日から

2037年８月15日まで １名

日本ゼオン株式会社2008年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） ６個 6,000株 2008年８月12日から

2038年８月11日まで １名

日本ゼオン株式会社2009年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） ９個 9,000株 2009年８月13日から

2039年８月12日まで １名

日本ゼオン株式会社2010年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） ８個 8,000株 2010年７月15日から

2040年７月14日まで １名

日本ゼオン株式会社2011年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） ５個 5,000株 2011年７月14日から

2041年７月13日まで １名

日本ゼオン株式会社2012年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） ５個 5,000株 2012年７月13日から

2042年７月12日まで １名

日本ゼオン株式会社2013年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） ８個 8,000株 2013年７月12日から

2043年７月11日まで １名

日本ゼオン株式会社2014年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） ５個 5,000株 2014年７月14日から

2044年７月13日まで １名

日本ゼオン株式会社2015年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） ５個 5,000株 2015年７月13日から

2045年７月12日まで １名

日本ゼオン株式会社2016年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） 14個 14,000株 2016年７月14日から

2046年７月13日まで １名

日本ゼオン株式会社2017年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） 14個 14,000株 2017年７月14日から

2047年７月13日まで １名

日本ゼオン株式会社2018年発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション） 10個 10,000株 2018年７月13日から

2048年７月12日まで １名

④ 当社役員の保有状況

（注）1. 社外取締役および監査役による保有はございません。
2. 2019年６月27日開催の第94回定時株主総会の決議により、株式報酬型ストックオプション報酬制度は廃止いたしま

した。そのため、当事業年度におけるストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行っておりません。

(2) 当期中に当社使用人等に対して職務執行の対価として交付した新株予約権の状況
　該当事項はございません。
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会社役員に関する事項

4 会社役員に関する事項

地位 氏名 担当または重要な兼職の状況
代表取締役
取締役会長 田　中　公　章

代表取締役
取締役社長 豊　嶋　哲　也

取締役
常務執行役員 松　浦　一　慶 基盤事業本部長、エナジー材料事業部長

取締役
常務執行役員 曽　根　芳　之 管理本部長

取締役
常務執行役員 小　西　裕一郎 高機能事業本部長、高機能樹脂事業部長

取締役 北　畑　隆󠄂　生 セーレン株式会社社外取締役
株式会社ミロク情報サービス社外取締役

取締役 南　雲　忠　信 ローム株式会社社外取締役　取締役会議長
取締役 秋　山　美　紀 慶應義塾大学環境情報学部教授
取締役 升　味　佐江子 仙石山法律事務所弁護士
取締役 吉　川　京　子 DMG森精機株式会社理事
常勤監査役 西　嶋　　　徹
常勤監査役 平　川　宏　之
監査役 木　村　博　紀 朝日生命保険相互会社取締役会長
監査役 中　村　昌　允 東京大学大学院工学系研究科非常勤講師
監査役 田名部　深　雪 田名部公認会計士事務所公認会計士

(1) 取締役および監査役の氏名等
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会社役員に関する事項

地位 氏名 担当または重要な兼職の状況
代表取締役
取締役社長 豊　嶋　哲　也 CEO（Chief Executive Officer）

取締役
常務執行役員 松　浦　一　慶 CFO（Chief Financial Officer）

取締役
常務執行役員 曽　根　芳　之 代表取締役社長付特命担当

取締役
常務執行役員 小　西　裕一郎 CTO（Chief Technology Officer）

取　締　役 渡辺 えりさ （2025年６月27日退任）
取　締　役 池野　文昭 （2025年６月27日退任）
監　査　役 林　佐知夫 （2025年６月27日退任）

※ 当社は、経営チームがより中長期的、全社最適な目線で議論し判断できる体制を実現すること、また、意思決定および執行の機動性のさ
らなる向上を実現することを目的として、2026年４月１日付で「本部制」を廃し、新たに「CXO制」を導入いたしました。この機構改
革により、執行に関する権限の部門への委譲を進める一方、CXOにより構成する経営チームを全社戦略と経営資源配分のトップダウン
での方針決定に集中させ、当社の企業価値の最大化をはかります。これに伴い、同日付で以下の取締役について役職および委嘱事項の変
更を行っております。

（注）1．取締役升味佐江子氏の戸籍上の氏名は「齋藤佐江子」でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
2．取締役のうち北畑隆󠄂生、南雲忠信、秋山美紀、升味佐江子および吉川京子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
3．監査役のうち木村博紀、中村昌允および田名部深雪の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
4．取締役のうち北畑隆󠄂生、南雲忠信、秋山美紀、升味佐江子および吉川京子の各氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
5．監査役のうち木村博紀、中村昌允および田名部深雪の各氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
6．社外取締役および社外監査役の重要な兼職の状況については、上記に加え「(3) 社外役員に関する事項」にも記載のとおりです。
7．2025年６月27日開催の第100回定時株主総会において、吉川京子氏が新たに取締役に、また、平川宏之氏が新たに監査役に選任され、そ

れぞれ就任いたしました。
8. 当期中に退任した取締役および監査役は次のとおりです。

9. 監査役木村博紀氏は、朝日生命保険相互会社の財務･不動産専管部門長および主計部担当取締役を歴任し、また、監査役田名部深雪氏は公認
会計士資格を有しており、それぞれ財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

10.当社は、取締役北畑隆󠄂生、南雲忠信、秋山美紀、升味佐江子および吉川京子の各氏ならびに監査役全員との間に会社法第423条第１項の賠
償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令で定める最低責任限度額となります。

11.当社は、保険会社との間に会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役、監査役
および執行役員（退任者を含む。）がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる
ことがある損害が填補されるものとしております。なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しております。
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地位 氏名 担当
執行役員 中　島　和　雄 コンプライアンス統括部門長

執行役員 中　村　昌　洋 ZEON NEXT探索本部長、創発推進センター長
ゼオンバイオソリューションズ株式会社代表取締役会長

執行役員 高　橋　治　彦 高機能マテリアル事業部長
台灣瑞翁股份有限公司董事長

執行役員 赤　坂　昌　男 研究開発本部長、総合開発センター長、川崎イノベーションフロ
ンティアポート事業所長

執行役員 渡　辺　　　昇 水島工場長
執行役員 柿　原　隆　宏 エラストマー事業部長
執行役員 白　川　真　之 デジタル統括推進部門長
執行役員 宮　城　孝　一 氷見二上工場長

執行役員 伏間江　　　弘
高機能部材事業部長
Zeon Korea Co., Ltd.代表理事
泉瑞股份有限公司董事長

執行役員 深　潟　智　博 人事統括部門長

地位 氏名 担当
執行役員 中　島　和　雄 法務コンプライアンス統括部門長

執行役員 中　村　昌　洋 ZEON NEXT探索部門長
ゼオンバイオソリューションズ株式会社代表取締役会長

執行役員 高　橋　治　彦 CNT事業推進部長

執行役員 赤　坂　昌　男 総合開発センター長、川崎イノベーションフロンティアポート事
業所長、KIFP統括室長

執行役員 渡　辺　　　昇 瑞翁（上海）管理有限公司董事長
瑞翁貿易（上海）有限公司董事長

執行役員 柿　原　隆　宏 原料・サプライチェーン統括部門長
執行役員 白　川　真　之 Zeon Advanced Polymix Co., Ltd.社長
執行役員 宮　城　孝　一 氷見二上工場長

執行役員 伏間江　　　弘
高機能部材事業部長
Zeon Korea Co., Ltd.代表理事
泉瑞股份有限公司董事長

執行役員 深　潟　智　博 人事統括部門長
執行役員 岸　川　豊　昭 生産革新センター長
執行役員 本　間　　　彰 徳山工場長

12.（ご参考）その他の執行役員（取締役を兼務しない執行役員）は、以下のとおりです。

※ 2026年４月１日付で新任執行役員を２名選任し、また、一部の執行役員について担当内容の変更を行っております。これらを反映した
取締役を兼務しない執行役員の一覧は以下の通りです。
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(2) 当期に係る取締役および監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　当社は、2023年5月19日開催の取締役会において、「経営陣幹部・取締役の報酬決定に係る方針と手続」とし
て以下の内容を決議しております。当該取締役会決議に際しては、その内容について事前に役員指名・報酬委員会
の助言を得ております。
・持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、社内取締役の役員報酬は次の(1)から

(4)、執行役員の役員報酬は(1)、(2)および(4)にて構成し、社外取締役については、定額現金報酬のみで構成す
る。なお、株式報酬は株式給付信託を通じて支給することとし、毎年一定の時期に付与するポイント数に応じ、
原則として(3)は毎年、(4)は中期経営計画各フェーズの終了毎に、当社普通株式を支給する。当該株式について
は、対象者との契約により一定期間譲渡、担保権の設定その他の処分が制限される。また、対象者が譲渡制限期
間満了前に取締役会が予め定める地位を退任する（その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場
合を除く。）など、一定の場合においては当社が当該株式を無償で取得する。

(1)　現金報酬（定額部分）
(2)　現金報酬（業績連動部分）

単年度における全社および事業部門に係る財務指標、ならびに主に中期経営計画に対する部門・個人の
課題達成度を評価指標とし、各指標は当社グループ全体の長期継続的な成長性、収益性の向上を目的と
して設定する。

(3)　株式報酬（固定部分）
(4)　株式報酬（業績連動部分）

中期経営計画各フェーズの最終年度の目標値として設定したものと連動した財務指標および非財務指標
（ＥＳＧ関連指標を含む）を評価指標とし、各指標は当社グループ全体の長期継続的な成長性、収益性
の向上を目的として設定する。

・現金報酬（定額部分）および株式報酬（固定部分）については、役職に応じて具体的な支給金額または付与ポイ
ント数を算定する。現金報酬（業績連動部分）および株式報酬（業績連動部分）については、役割や責任の大き
さに基づき設定した標準金額またはポイント数に、評価結果に応じた所定の係数を掛けて算定するものとし、上
位経営層になるほど報酬総額に対する当該業績連動部分の割合を大きくする方針とする。

・取締役会は、上記の方針に基づき報酬基準を定める。代表取締役は、当該報酬基準に従い、独立社外取締役を含
む委員で構成される「役員指名・報酬委員会」の助言を得たうえで、取締役および執行役員の個人別報酬を決定
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区分 員数（名）　
報酬等の総額

（百万円）
報酬等の種類別の総額（百万円）

現金報酬（定額部分） 現金報酬（業績連動部分） 非金銭報酬等
取締役

（うち社外取締役）
12

（６）
511

（65）
230

（65）
110

（ー）
170

（ー）
監査役

（うち社外監査役）
６

（３）
83

（30）
83

（30）
－

（ー）
－

（ー）
合計

（うち社外役員）
18

（９）
594

（95）
314

（95）
110

（ー）
170

（ー）

し、内規に定めるところに従い毎年一定の時期に現金報酬の支給および株式報酬に係るポイントの付与を行う。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の金銭報酬の額は、2007年６月28日開催の第82回定時株主総会において年額550百万円以内（使用人
兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名
です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2023年６月29日開催の第98回定時株主総会において業績連動型株式報
酬制度「株式給付信託（BBT-RS）」に基づく１事業年度当たりの付与ポイント上限として567,300ポイント（う
ち取締役分は336,900ポイント。当該ポイントは当社株式等の給付に際し、１ポイント当たり当社普通株式１株
に換算されます）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は６名
です。
　監査役の金銭報酬の額は、2007年６月28日開催の第82回定時株主総会において年額100百万円以内と決議し
ております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は５名です。

③ 取締役および監査役の報酬等の総額等

（注）1. 上記の表の員数には、2025年６月27日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名および監査役１名を含めており
ます。

2. 当社グループ全体の長期継続的な成長性、収益性を向上させるため、当期の現金報酬（業績連動部分）に係る評価指標として、単年度にお
ける全社および事業部門に係る財務指標、ならびに主に中期経営計画に対する部門・個人の課題達成度を設定いたしました。役職ごとに設
定した標準金額に、評価結果に応じた所定の係数を掛けて各人の具体的金額を算定しております。なお、当期を含む連結売上高、連結営業
利益等の推移は「１ 企業集団の現況に関する事項(5)財産および損益の状況の推移」に記載のとおりです。

3. 非金銭報酬等として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS）」に基づき、取締役（社外取締役を除く）に対して株式報酬（固
定部分）を付与しております。当該株式報酬の内容およびその付与状況は、前記①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する
事項および「２ 会社の株式に関する事項」に記載のとおりです。

4. 非金銭報酬等の額には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS）」に基づき、取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬
（業績連動部分）に係る当期における役員株式給付引当金繰入額を含めております。当該株式報酬の内容およびその付与状況は、前記①取
締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項および「２ 会社の株式に関する事項」に記載のとおりです。
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使用人兼務取締役に対する使用人分給与相当額（賞与を含む） ７百万円

5. 当社取締役会は、代表取締役会長田中公章氏および代表取締役社長豊嶋哲也氏に対し、役職ならびに個人業績および部門成績に係る評価結
果を踏まえた各取締役の個人別報酬額の決定を委任しております。これは、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ各人の担当部門につい
て評価を行う者として代表取締役が最適であると判断したためであります。その権限の適切な行使が担保されるよう、役員指名・報酬委員
会の助言を得たうえで具体的な報酬額が決定されていることなどから、当社取締役会は当期に係る取締役の個人別の報酬等が「経営陣幹
部・取締役の報酬決定に係る方針と手続」に沿うものであると判断しております。

6. 上記のほか、次のとおりの支給があります。

(3) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行取締役等との兼任状況
　取締役北畑隆生氏は、一般財団法人国際経済連携推進センター理事長ですが、同法人との重要な取引関係等はあ
りません。
　取締役秋山美紀氏は、慶應義塾大学環境情報学部教授であり、その他同大学における以下の兼職がありますが、
同大学との間に重要な取引関係等はありません。また、同氏は公益財団法人医療科学研究所理事でもありますが、
同法人との間に重要な取引関係等はありません。
　　慶應義塾大学医学部兼担教授
　　慶應義塾大学鶴岡連携研究教育スクエア・先端生命科学研究所兼担教授
　　慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員
　　慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科委員
　取締役升味佐江子氏は、仙石山法律事務所弁護士ですが、同事務所との間には重要な取引関係等はありません。
この他同氏には以下の兼職がありますが、いずれの兼職先との間にも重要な取引関係等はありません。
　　公益社団法人自由人権協会代表理事
　　公益社団法人発達協会理事
　　公益財団法人日本水泳連盟理事
　　最高裁判所災害補償審査委員会委員長
　取締役吉川京子氏は、DMG森精機株式会社理事ですが、同社との間には重要な取引関係等はありません。
　監査役木村博紀氏は、朝日生命保険相互会社取締役会長であり、同社との間には団体定期保険等に係る取引関係
があります。加えて、同社は当社株式7,679千株（持株比率3.99％）を保有しております。
　監査役中村昌允氏は、東京大学大学院工学系研究科非常勤講師ですが、同大学との間に重要な取引関係等はあり
ません。
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　監査役田名部深雪氏は、田名部公認会計士事務所公認会計士ですが、同事務所との間には重要な取引関係等はあ
りません。

② 他の法人等の社外役員との兼任状況
　取締役北畑隆󠄂生氏は、セーレン株式会社および株式会社ミロク情報サービスの社外取締役を兼務しております
が、いずれの兼務先との間にも重要な取引関係等はありません。
　取締役南雲忠信氏は、ローム株式会社の社外取締役および取締役会議長を兼務しておりますが、同社との間には
重要な取引関係等はありません。
　監査役木村博紀氏は、横浜ゴム株式会社の監査等委員である社外取締役を兼務しており、同社は当社合成ゴム製
品等の需要家であります。

③ 主な活動状況
　当期中に開催された取締役会（全17回）には、取締役北畑隆生氏、秋山美紀氏および監査役田名部深雪氏がそ
の全てに、取締役升味佐江子氏および監査役中村昌允氏がその94％（16回）に、取締役南雲忠信氏および監査役
木村博紀氏がその88％（15回）に、それぞれ出席しました。取締役吉川京子氏は、その就任後に開催された取締
役会の全て（12回）に出席しました。当期中に開催された監査役会（全７回）には、監査役木村博紀氏、中村昌
允氏および田名部深雪氏がその全てにそれぞれ出席しました。各氏とも、その経歴を通じて培われた豊富な経験・
見識に基づいた質問等を積極的に行っております。
　また、取締役北畑隆生氏には役員指名・報酬委員会の委員長を、取締役南雲忠信、秋山美紀、升味佐江子および
吉川京子の４氏には同委員会の委員を委嘱しました。当期中に開催された委員会（全８回）には、取締役北畑隆生
氏、南雲忠信氏、秋山美紀氏および升味佐江子氏がその全てに、取締役吉川京子氏がその就任後に開催された委員
会の全て（６回）に、それぞれ出席しました。各氏ともその経歴を通じて培われた豊富な経験・見識に基づいた質
問等を積極的に行っております。
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5 会計監査人の状況

区分 支払額（百万円）　
当期に係る会計監査人としての報酬等の額 74

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 82

(1) 会計監査人の名称
　EY新日本有限責任監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんの
で、当期に係る会計監査人としての報酬等の額には、金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等について必要な確認を行い、過去の報酬実
績等との比較検討も行った結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第１項の同意を行いました。

3. 当社の子会社であるZeon Chemicals Singapore Pte. Ltd.は、当社の会計監査人以外の監査法人であるErnst ＆ Young LLPの監査を受け
ております。

4. 上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬５百万円を支払っております。

(3) 非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同
意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総
会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
　また、監査役会は、会計監査人の監査品質等が適正な監査業務の遂行に関し相当でないと認められる場合には、株
主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

－ 41 －



2026/05/22 13:07:33 / 25300590_日本ゼオン株式会社_招集通知_電子提供措置用
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6 業務の適正を確保するための体制およびその運用状況

内部統制システム整備に関する取締役会決議
2026年４月１日

日本ゼオン株式会社取締役会
（前文）

　当社取締役会は、現に社内に構築されている内部統制のプロセスを再確認するとともに、不備があれば速やか
にこれを補充することにより、更に優れた内部統制システムを確立するための「内部統制システム整備に関する
基本方針」を以下のとおり定めている。
　なお、この基本方針は現時点における、当社に期待される「内部統制システム整備に関する基本方針」であ
り、当社取締役会は、法令改正やリスクの変化などの状況の変化に応じて、これに関する不断の見直しを行うも
のとする。

内部統制システム整備に関する基本方針
１．取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　取締役会は、業務執行の法令・定款への適合性を確保するため、監査役の出席のもと、原則として毎月開
催し、経営に係る取締役の職務執行の監督を行う。

②　取締役会は、外部的視点からの経営監視をその機能および役割として期待し、社外役員を招聘する。
③　取締役は、経営に関する重要な事項について、代表取締役、常務以上の役付執行役員等をもって組織する

経営会議に付議する。経営会議は出席常勤監査役の意見を参考にし、十分な議論を行い審議・決定する。
④　取締役会は、コンプライアンス体制の基礎として、行動規範である「サステナビリティ基本方針」および

具体的な行動指針である「ゼオングループ行動指針」を定める。
⑤　取締役会は、反社会的勢力との関係を断絶することをゼオングループ行動指針に定め、断固たる態度で反

社会的勢力を排除する。

(1) 業務の適正を確保するための体制
　当社は、2006年４月28日開催の取締役会において、内部統制システム整備に関する基本方針を決議し、その後も
内部統制システム整備状況に応じて数度の改定を行っております（最終改定日：2026年４月１日）。
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⑥　取締役は、適正な財務報告が、当社の株主・投資家・その他利害関係者からの信頼性確保のために重要で
あるとの認識に立ち、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を構築する。

⑦　監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に基づき、取締役会への出席、子会社を含む業務状況の
調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社のコンプライアンス体制およびその運用に問
題があると認めるときは、意見を述べて改善策の策定を求める。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①　取締役は、その担当職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。）を、関連資料と併せてこれを少

なくとも10年間保管するとともに、必要に応じて取締役および監査役が閲覧可能な状態を維持する。
(1) 株主総会議事録
(2) 取締役会議事録
(3) 経営会議議事録
(4) 重要な会議体および委員会の議事録

②　①に定める文書の他、契約書、決裁書その他の文書については、文書の保有に関する規則に基づき適切に
保存および管理を行うものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社は、「リスク管理規程」を損失の危険の管理に関する統括的規程と位置付け、また、個別の損失の危

険に対応するために、諸規程にて定める領域別の主管部署が当該領域における損失の危険の管理にあたる体
制を整備する。

②　前項に定めるほか、当社は代表取締役の下に以下の委員会を設置し、全社的・組織横断的な対応が必要な
損失の危険の管理にあたる。
(1) リスク管理委員会

　当社グループの全社的リスク管理体制の構築・運営のために設置し、組織的に潜在リスクを抽出・抑止
し、表面化した顕在化リスクを収拾する全社的な体制を整備・運用する。
　潜在リスク情報を早期に収集して対処を容易にするために、社外弁護士を窓口とする別途関連規則で定
める内部通報制度（社外弁護士を窓口とする通報制度を含む）を整備する。
　また、監査役は、リスク管理委員会の構成メンバーとしてリスク管理委員会に出席し、リスク情報の報
告を受けることができる。
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(2) 環境安全委員会
　当社グループの年度環境安全方針案等の策定、これらの具体的実施事項の進捗状況確認および改善、全
社環境安全活動の重要な施策の提案、法令等の改正への対応に関する基本方針の提案、ならびに事故災害
に関連した全社への水平展開を目的とする。

③　当社グループの企業価値を大きく毀損する事象に対して緊急対応が必要な事態が発生した場合に全社的統
制を行うための組織体として、代表取締役の下に危機管理委員会を設置する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
①　取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月

開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項につい
ては、代表取締役、常務以上の役付執行役員等をもって構成される経営会議を原則として月２回開催し、こ
れらの審議を経て業務執行の決定を行う。

②　取締役会の決定に基づく業務執行については、諸規程において、それぞれの責任者およびその権限、執行
手続について定める。

③　取締役会は、執行役員を選任し、その責任と権限を明確にすることにより、業務執行のスピードアップを
図る。また、経営の最上位層として、専門的な目線からトップダウンでの全社戦略と経営資源配分の方針
決定を担うCXOを置く。

５. 株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　子会社における業務の適正を確保するため、当社グループ全てに適用する行動指針として、「ゼオングル

ープ行動指針」を定め、グループ企業各社が当該指針に則った企業運営、コンプライアンスを徹底した企業
活動を行うよう指導するとともに、各社における諸規程の整備を支援する。

②　子会社の効率的な業務運営の確保と適切な監督により、その健全な成長を支援することを目的として、当
社グループ共通の「グループ企業管理規程」を定め、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行
うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。

③　当社の損失の危険の管理にあたる領域別の主管部署および委員会は、当社グル―プ全体の損失の危険の管
理にあたるものとし、子会社各社は各主管部署および委員会の監督のもと、個別の損失の危険に対応する
ための諸規程を整備する。また、子会社の役員および従業員は、当社からの経営管理、経営指導内容が法
令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、遅滞なくコンプライアンス統括部
または当該領域を主管する部署およびリスク管理委員会に報告する。
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④　取締役会は、代表取締役の下に監査室を設置する。監査室は、当社グループ共通の内部監査基準に基づ
き、当社および子会社の業務の適正を確保するために必要な監査を行い、その結果を定期的に、および必要
に応じて、代表取締役、取締役会および監査役会に報告する。

６. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査
役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制

①　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めたときは、会社は当社の従業員から監査役補助者
を任命するものとする。

②　①の従業員の取締役からの独立性を確保するために、監査役は①の従業員の人事について事前に報告を受
け、必要な場合は会社に対して変更を申し入れることができるものとする。また、当該従業員は当社の就業
規則に服するが、監査役補助業務に係る当該従業員への指揮命令権は監査役に属する。

７. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、監査役の職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査役の監査が実効的に行な
われることを確保するための体制

①　監査役は、取締役会、常務会その他の重要な会議に出席し、当社の業務執行に関する報告を受けることが
できる。

②　当社および子会社の役員および従業員は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項があ
る場合は、監査役に直ちに報告する。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社および子会社
の役員および従業員に対して報告を求めることができる。

③　取締役は、内部通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコン
プライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。当該規程には、通報をした従業員等
が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがない旨を、その内容に含めるものとする。

④　監査役の職務の執行について生ずる費用に関しては、各監査役の請求に基づき当社の負担により精算する
ものとする。

⑤　監査役は、自らの判断により、定期的に会計監査人より会計監査の結果を聴取するとともに意見交換を行
い、必要に応じて監査法人の監査に立会い、また、監査業務を執行した公認会計士と協議の場を持つなどし
て、監査法人と相互の連携を高める。

以上
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（注）2026年２月６日開催の取締役会決議に基づき、2026年４月１日付で内容を一部改定しており、上記の基本方針は当該改定がなされた後のも
のです。主な改定内容は以下のとおりです。
・CXO制に係る記載の追加（４．③）
・会議体・委員会の見直しに伴う改定（１．③、２．①、３．②・③および４．①）
・損失の危険の管理にあたる体制の変更に伴う改定（３．①および５．③）

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 職務の執行の適正および効率性の確保に係る取組みの状況
　取締役会は社外取締役５名を含むすべての取締役で組織し、社外監査役３名を含む監査役の出席のもと、法令に
定める職務のほか、経営の基本方針・戦略その他重要な業務執行の決定とその報告を行うために、原則として毎月
１回開催しております。
　また、経営の機動性を確保するため、代表取締役、常務以上の役付執行役員等で組織する経営会議を原則として
月２回開催し、経営の重要事項について十分に論議を行って審議・決定を行っております。加えて、執行役員制度
を採用するとともに、経営の最上位層として、専門的な目線からトップダウンでの全社戦略と経営資源配分の方針
決定を担うCXOを置き、それぞれの責任と権限を明確にすることにより業務執行のスピードアップを図っており
ます。

② コンプライアンスに係る取組みの状況
　行動規範である「サステナビリティ基本方針」および具体的な行動指針である「ゼオングループ行動指針」を定
め、当社グループの役員・従業員にそれらの内容を含むコンプライアンステキストを配布するなどして、当社グル
ープ全体へのコンプライアンス意識の浸透に努めております。
　また、社外弁護士を窓口とする「弁護士HOTLINE」等の内部通報制度に係る社内規程を整備・運用しておりま
す。

③ 損失の危険の管理に係る取組みの状況
　「リスク管理規程」をはじめとするリスクマネジメントに係る社内規程を整備し、そこに定める領域別の主管部
署が当該領域における損失の危険の管理にあたる体制を敷くほか、全社的・組織横断的な対応が必要な損失の危険
の管理のためにリスク管理委員会および環境安全委員会を常設し、リスクに対応する体制を構築しております。

④ 企業集団における業務の適正の確保に係る取組みの状況
　当社グループ共通の「グループ企業管理規程」を整備し、グループ企業の経営の管理を行うとともに必要に応じ
てモニタリングを行っております。また、グループ各社に対して内部監査を実施するとともに、グループ企業とし
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て整備すべき社内規程をリスト化し、各社における規程整備の支援を行っております。

⑤ 監査役監査の実効性の確保に係る取組みの状況
　監査役は取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、当社の業務執行に関する報告を受けております。ま
た、内部監査部門が行う業務監査に立会うなど、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、法務コンプライアン
ス統括部門をはじめとする当社内の内部統制部門とも情報交換の場を設け、監査の実効性確保に努めております。
　監査役は人事担当役員との間で協定書を取り交わし、社外監査役を含む監査役の職務を補助すべき使用人（監査
役スタッフ）を適正に確保しております。

（ご参考）特別検討委員会再発防止提言と2026年４月１日付内部統制体制見直しの整合性に関して
　当社子会社であるゼオンメディカル株式会社のみなしPMS問題の発生に関し、当社特別検討委員会は親会社で
ある当社のリスク管理に係る組織体制に関連する再発防止策として、①委員会によるリスク管理体制の機能不全・
形骸化の是正と、②２線部門の「リスク管理の防衛線としての」機能強化等を提言しました（2024年４月18日付
「当社子会社における医療関係者への不適切な支払に関する原因究明及び再発防止策等について」。以下「提言」
といいます）。
　提言を踏まえ、当社は①に関し、顕在化リスク案件について危機管理委員会が一律に対応指示を行っていたとこ
ろを、 2024年７月以降は管理主管部署が主体的に対応しその対応状況を同委員会（現リスク管理委員会）が確認
する運用に改め、また、各主管部署から取締役会へのリスク報告を定常的に導入し、取締役会によるリスク管理状
況の監督がより実効的に行われる運用を定着させてきました。
　これと並行して、委員会・部会の活用実態も継続的に検証してきましたが、実効性の観点から、２線のリスク主
管部署が処理できると考えられる委員会・部会は当該２線部署に吸収統合する方針とし、2026年４月１日付で改
組しております。加えて、今般委員会・部会の大半を２線部署に吸収すること、リスク管理は重要な経営課題その
ものであることを踏まえると、CSR会議を廃止し、その機能を経営会議に一元化することが実効的なリスク管理の
観点からも妥当と判断し、同じく2026年４月１日付で改組いたしました。
　一方で②に関しましては、グループ企業管理機能を2024年７月１日付で独立の部門とし、グループ企業の機能
整理および再編を進めつつ、グループ企業のリスクオーナーシップ確立の観点から内部統制の強化（グループ企業
取締役会の監督機能の強化、業務標準化推進等）を進めるとともに、同日付でコンプライアンス機能を法務部から
独立させコンプライアンス統括部門を新設し、人員も拡充して予防対策に注力する体制を構築してまいりました。
その後、後者については、法務機能と連携を図ることで専門機能をさらに強化させるとの考えから、2026年４月
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１日付で法務とコンプライアンスを再合流させ、法務コンプライアンス統括部門と改組しております。
　以上から、2026年４月１日付の当社内部統制体制の見直しは、いずれも提言の趣旨に沿い、これをさらに発展
させる取組みであると判断しております。

7 会社の支配に関する基本方針
(1) 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行わ
れるべきものと考えており、当社株券等に対する大量買付けであっても、当社の株主共同の利益に資するものであれ
ば、これを否定するものではありません。
　しかしながら、買収提案の中には、その目的等から見て企業価値および株主共同の利益に対する明白な侵害をもた
らすものや、対象会社の株主に株券等の売却を事実上強要するもの、対象会社の取締役会や株主が買収提案の内容を
検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の株主共同の利益に資さないものもないとは言えま
せん。
　当社の企業価値を維持・向上させていくためには、地球や社会の課題解決に役立つ製品・サービスを続々と提供す
ることを可能とし、ひいては当社のサステナビリティ（企業理念「大地の永遠と人類の繁栄に貢献する」のもと、当
社が社会とともに持続的な成長を続けていくことをいいます。以下同じ）を中核として支える「独創的技術」の強
化・創出とともに、高度の専門性を有するのみならず、「まずやってみよう」「つながろう」「磨き上げよう」とい
う当社の重要な価値観を理解し、この価値観に基づいた行動を実践できる多様かつ有能な人材を、研究開発・生産・
販売・管理等のさまざまな分野にわたり育成・確保すること、並びにユーザー密着型の製品開発及び市場展開等に貢
献する取引先との良好な関係を構築することが必要不可欠です。CSR（Corporate Social Responsibility。社会か
ら信頼される会社、社会の期待に応える会社であり続けるための、当社のあらゆる活動であって、サステナビリティ
実現の基礎となるものをいいます。以下同じ）を全うし、広く社会からの信頼を確保することも、企業価値の持続的
向上のためには必要不可欠と考えております。従いまして、当社株券等の大量買付けを行う者が、当社の財務および
事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保
し、向上させる姿勢と方針を持つのでなければ、当社の株主共同の利益は毀損されることになります。
　また、外部者である買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主の皆様が当社の有形無形の経営資源、将来を見
据えた施策の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、当該買収が当社の企業価値お
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よび株主共同の利益に及ぼす影響を短期間のうちに適切に判断することは必ずしも容易でないものと思われます。従
いまして、当社株主の皆様に買収の提案の内容を検討するための十分な情報や時間を提供せずに、当社株券等の大量
買付けや買収の提案が行われる場合には、当社の株主共同の利益が毀損されることになりかねません。
　当社は、このような当社の株主共同の利益に資さない買収提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を
支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることに
より、当社の株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

(2) 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な
取組み

　当社は、「大地の永遠と人類の繁栄に貢献する」を企業理念として、大地（ギリシャ語で「ゼオ」）と永遠（ギリ
シャ語で「エオン」）からなるゼオンの名にふさわしく、独創的な技術・製品・サービスの提供を通じ、「持続可能
な地球」と「安心で快適な人々の暮らし」に貢献することを使命に、企業価値の維持・向上に努めてまいりました。
具体的には、当社の開発した世界最高レベルの蒸留精製技術であるGPB法およびGPI法その他の独自技術により、原
油精製物であるＣ₄留分およびＣ₅留分を徹底的に分離精製し、特殊ゴム、リーフアルコール、シクロオレフィンポリ
マー、光学フィルム、電池（エナジー）材料等に代表される高付加価値の石油化学製品を続々と生み出すことを通じ
て、高い性能を要求される用途に応え続け、「持続可能な地球」と「安心で快適な人々の暮らし」の実現に貢献し、
ひいては当社の市場競争力を創造してきたものであります。
　このように当社の企業価値の源泉は、第一義的には、地球や社会の課題解決に役立つ製品・サービスを続々と提供
することを可能とし、当社のサステナビリティを中核として支える「独創的技術」にあります。当社は、重点開発領
域へのリソース積極投入による新事業の創出及び新製品の開発、工場とも連携した既存生産技術の改善と新規生産技
術の開発、社内技術資産の共有（知と知の融合）およびオープンイノベーション（自前主義からの脱却）の推進など
による研究開発のスピードアップといった諸課題への取組みを通じて、独創的技術の継続的な強化・創出に努めてお
ります。
　そして、このような独創的技術を基盤とした事業展開には、研究開発・生産・販売・管理等のさまざまな分野にわ
たり、高度の専門性を有するとともに「まずやってみよう」「つながろう」「磨き上げよう」という当社の重要な価
値観（大切にすること）を理解し、この価値観に基づいた行動を実践できる多様かつ有能な人材を確保することが不
可欠です。当社においても労使間で長年にわたり醸成された深い信頼関係の下、こうした人材の育成・確保に努める
とともに、企業風土育成のための諸活動を進めております。また、長年の取引関係を通じ築き上げてまいりました顧
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客・原料調達先・製造委託先・共同研究先をはじめとする取引先との良好な関係も、ユーザー密着型の製品開発およ
び市場展開を可能とする等の面で、当社の企業価値の維持・向上に寄与するものと考えられます。
　さらに、当社は、CSRを全うし、広く社会からの信頼を確保することも、企業価値の持続的向上のためには必要不
可欠と考えております。当社は、「『持続可能な地球』と『安心で快適なくらし』に貢献する」「公正で誠実な活動
を貫き、信頼される企業であり続ける」「より良い未来のために、一人ひとりが考え、行動する」の３項目からなる
『サステナビリティ基本方針』と、その趣旨を具体的に求められる行動の基準として列挙し規定化した『ゼオングル
ープ行動指針』を定め、コンプライアンス体制の強化、安全な工場の実現、地域社会との共生等の諸課題に継続的に
取り組み、当社に係る利害関係者（いわゆるステークホルダー）の信頼の維持・確保に努めております。
　当社は、中期経営計画の策定および実行等の取組みを通じ、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続的に発展さ
せていくことが、企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上につながるものと考えており、基本方針の実現にも
資するものと考えております。したがって、かかる取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するも
のであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組み

　当社は、2023年６月29日開催の第98回定時株主総会終結の時をもって「当社株券等の大量買付行為に関する対
応方針」を廃止いたしました。昨今、株券等に対する大量買付けが行われた際に、具体的な状況を踏まえ、株券等の
大量買付行為に関する対応方針の必要性を検討し、株主の皆様の意思を確認したうえで、これを導入する事例もみら
れます。このような近時の動向や株主・投資家の皆様との対話状況等を踏まえ、2023年５月11日開催の取締役会に
おいて、当該対応方針の継続を行わないことを決議したものです。
　当社といたしましては、当社の株主共同の利益が毀損されるおそれのある買収提案や大量買付けがなされた場合に
は、当社の株主共同の利益が最大化されることを確保するために、株主の皆様がその是非を検討するために必要な時
間と情報を確保すること等を目的として、必要に応じて、その時点において採用可能な適切と考えられる施策を講じ
てまいります。
　以上の取組みは、当社株券等に対する大量買付けがなされた際に、当該買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が
判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買
付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の株主共同の利益を確保し、向上させるという目的の下にな
されるものであります。したがって、かかる取組みは基本方針に沿うものであり、また、当社の株主共同の利益を損
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なうものでなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

以上

備　考
事業報告は次により記載されております。
1．百万円単位の記載金額はそれぞれ単位未満四捨五入により表示しております。
2．千株単位の株式数は千株未満切捨てにより表示しております。
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連結計算書類
連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第101期
2026年３月31日現在 科目 第101期

2026年３月31日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

電子記録債権

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

未収入金

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土地

建設仮勘定

その他

無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

繰延税金資産

その他

貸倒引当金　

257,545

28,678

63,776

4,611

93,361

7,562

23,325

27,715

8,633

△116

290,701

194,116

49,246

50,820

18,069

70,354

5,627

6,337

90,248

73,712

6,486

13,123

△3,073 　

負債の部
流動負債 144,250

支払手形及び買掛金 58,734
電子記録債務 2,550
短期借入金 8,960
コマーシャル・ペーパー 7,000
未払金 29,430
未払法人税等 10,005
賞与引当金 2,783
修繕引当金 4,728
その他の引当金 25
その他 20,036

固定負債 25,744
長期未払法人税等 40
繰延税金負債 1,421
退職給付に係る負債 12,983
修繕引当金 3,044
その他の引当金 531
その他 7,725

負債合計 169,994
純資産の部
株主資本 322,452
資本金 24,211
資本剰余金 19,323
利益剰余金 302,770
自己株式 △23,853
その他の包括利益累計額 55,023
その他有価証券評価差額金 26,120
繰延ヘッジ損益 4
為替換算調整勘定 28,131
退職給付に係る調整累計額 769
新株予約権 88
非支配株主持分 689
純資産合計 378,252

資産合計 548,246 負債純資産合計 548,246
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連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
第101期

2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで

売上高 411,966
売上原価 290,764
売上総利益 121,202
販売費及び一般管理費 84,826
営業利益 36,377
営業外収益 6,021
受取利息 228
受取配当金 2,919
為替差益 2,010
持分法による投資利益 44
雑収入 819

営業外費用 2,359
支払利息 177
休止固定資産費用 740
貸倒引当金繰入額 859
雑損失 584

経常利益 40,038
特別利益 18,030
固定資産売却益 706
投資有価証券売却益 17,310
その他 14

特別損失 8,762
固定資産処分損 1,095
減損損失 4,796
投資有価証券評価損 2,288
その他 582

税金等調整前当期純利益 49,306
法人税、住民税及び事業税 13,922
法人税等調整額 △931
当期純利益 36,315
非支配株主に帰属する当期純利益 90
親会社株主に帰属する当期純利益 36,226
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連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 24,211 19,323 287,773 △21,910 309,398
当期変動額
剰余金の配当 △13,972 △13,972
親会社株主に帰属する当期純利益 36,226 36,226
自己株式の取得 △10,001 △10,001
自己株式の処分 － 76 76
自己株式の消却 △7,982 7,982 －
利益剰余金から
資本剰余金への振替 7,982 △7,982 －
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 － －
連結範囲の変動 725 725
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 14,997 △1,943 13,054
当期末残高 24,211 19,323 302,770 △23,853 322,452
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連結株主資本等変動計算書

その他の包括利益累計額
その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る

調 整 累 計 額
その他の包括利益
累 計 額 合 計

当期首残高 21,815 △4 25,819 225 47,854
当期変動額
剰余金の配当
親会社株主に帰属する当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
自己株式の消却
利益剰余金から
資本剰余金への振替
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動
連結範囲の変動
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 4,305 8 2,312 544 7,169

当期変動額合計 4,305 8 2,312 544 7,169
当期末残高 26,120 4 28,131 769 55,023

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
当期首残高 88 652 357,992
当期変動額
剰余金の配当 △13,972
親会社株主に帰属する当期純利益 36,226
自己株式の取得 △10,001
自己株式の処分 76
自己株式の消却 －
利益剰余金から
資本剰余金への振替 －
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 －
連結範囲の変動 725
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － 37 7,206

当期変動額合計 － 37 20,260
当期末残高 88 689 378,252
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貸借対照表

計算書類
貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第101期
2026年３月31日現在 科目 第101期

2026年３月31日現在

資産の部
流動資産

現金及び預金
電子記録債権
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
未収入金
短期貸付金
その他

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産
ソフトウエア
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
長期貸付金
長期前払費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

182,176
6,402
147

50,221
56,053
5,714

16,571
1,605

25,054
17,440
2,970

261,460
149,675
35,692
7,209

35,084
11

2,120
11,228

506
57,824
5,865
5,541
325

105,920
53,876
26,975
1,885

26,817
761

5,582
3,498

△13,474 　

負債の部
流動負債 174,051

買掛金 54,776
短期借入金 8,960
コマーシャル・ペーパー 7,000
リース債務 209
未払金 29,921
未払費用 9,278
未払法人税等 8,703
前受金 1,979
預り金 45,555
賞与引当金 1,537
修繕引当金 4,728
その他 1,406

固定負債 14,844
リース債務 433
修繕引当金 3,044
退職給付引当金 10,371
役員株式給付引当金 531
資産除去債務 292
その他 174

負債合計 188,896
純資産の部
株主資本 230,781
資本金 24,211
資本剰余金 18,336
資本準備金 18,336
利益剰余金 212,086
利益準備金 3,027
その他利益剰余金 209,060
圧縮記帳積立金 420
別途積立金 9,081
繰越利益剰余金 199,559

自己株式 △23,853
評価・換算差額等 23,872
その他有価証券評価差額金 23,872
新株予約権 88
純資産合計 254,740

資産合計 443,636 負債純資産合計 443,636

－ 56 －
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損益計算書

損益計算書 （単位：百万円）

科目
第101期

2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで

売上高 285,962
売上原価 203,116
売上総利益 82,847
販売費及び一般管理費 59,859
営業利益 22,988
営業外収益 10,612
受取利息・配当金 6,416
為替差益 2,557
貸倒引当金戻入額 1,407
その他 231

営業外費用 4,508
支払利息 1,260
休止固定資産費用 740
貸倒引当金繰入額 1,976
その他 531

経常利益 29,092
特別利益 18,007

投資有価証券売却益 17,278
固定資産売却益 702
関係会社株式売却益 26

特別損失 10,117
固定資産処分損 1,062
減損損失 4,552
関係会社株式評価損 3,480
投資有価証券評価損 1,009
その他 12

税引前当期純利益 36,982
法人税、住民税及び事業税 11,145
法人税等調整額 △1,456
当期純利益 27,292

－ 57 －
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

圧縮記帳
積 立 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 24,211 18,336 － 18,336 3,027 434 9,081 194,207 206,748 △21,910 227,385
当期変動額

圧縮記帳積立金の取崩 △14 14 － －
剰余金の配当 △13,972 △13,972 △13,972
当期純利益 27,292 27,292 27,292
自己株式の取得 △10,001 △10,001
自己株式の処分 － － 76 76
自己株式の消却 △7,982 △7,982 7,982 －
利益剰余金から
資本剰余金への振替 7,982 7,982 △7,982 △7,982 －
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － △14 － 5,352 5,338 △1,943 3,396
当期末残高 24,211 18,336 － 18,336 3,027 420 9,081 199,559 212,086 △23,853 230,781

評価・換算差額等 新株予約権 純資産合計その他有価証券評価差額金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
当期首残高 20,200 20,200 88 247,672
当期変動額

圧縮記帳積立金の取崩 －
剰余金の配当 △13,972
当期純利益 27,292
自己株式の取得 △10,001
自己株式の処分 76
自己株式の消却 －
利益剰余金から
資本剰余金への振替 －
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 3,672 3,672 － 3,672

当期変動額合計 3,672 3,672 － 7,068
当期末残高 23,872 23,872 88 254,740

－ 58 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

監査報告

EY新日本有限責任監査法人　東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 藤 田 建 二業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 重 松 良 平業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

日本ゼオン株式会社
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本ゼオン株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結
会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ゼオン株式
会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。
強調事項
　連結注記表「２．会計方針の変更に関する注記（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）」に記載されて
いるとおり、会社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、定率法（ただし、建物及び2016年４月１日以
降に取得した構築物については定額法）を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 59 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

EY新日本有限責任監査法人　東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 藤 田 建 二業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 重 松 良 平業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

日本ゼオン株式会社
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本ゼオン株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日まで
の第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
　個別注記表「２．会計方針の変更に関する注記（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）」に記載されて
いるとおり、会社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、定率法（ただし、建物及び2016年４月１日以
降に取得した構築物については定額法）を採用していたが、当事業年度より定額法に変更している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第101期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成
した監査報告書に基づき審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等

及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、オンライン形式も活用しなが

ら取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方
法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社についても、当初計画に基づき監査を実施し事業の報告を受けるとともに、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報交換を図りました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③ 財務報告に係る内部統制について、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況につ
いて報告を受け必要に応じて説明を求めました。

④ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その
他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

⑤ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況、監査の方法及び結果について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、即ち会社計算規則に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」
等に従って適切に整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システム整備に関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘す

べき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に
沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもの
ではないと認めます。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月20日

日本ゼオン株式会社　監査役会

常勤監査役 西 嶋 　 徹 ㊞
常勤監査役 平 川 宏 之 ㊞
社外監査役 木 村 博 紀 ㊞
社外監査役 中 村 昌 允 ㊞
社外監査役 田名部  深雪 ㊞

　

以　上
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裏表紙

会場ご案内

住　所
東京都千代田区丸の内一丁目７番12号
サピアタワー　５階
ステーションコンファレンス東京　　電話　03-6888-8080（代表）

交　通 Ｊ　　　Ｒ　　❶ 東京駅八重洲北口改札徒歩２分　新幹線専用改札（日本橋口）直結
東京メトロ　　❷ 東西線大手町駅B7出口直結
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サピアタワー
（ステーション
コンファレンス東京）

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

スマートフォンで読み取ると、
株主総会会場までのナビゲーションが
ご利用いただけます。

アクセス
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


